




































要旨

  母子保健サービスの市町村移譲において、最も大きな課題は個々の事業における効率的

実施である。そのためには市町村においてマンパワーの十分な確保が前提となる。人材の

数的充実とともに質的充実がなされて初めてその効果を期待することができる。しかし、

地域によっては専門職が必ずしも充足しているとは言えず、配置が困難な場合もあり、そ

の状態で如何に効率的な実践が可能であるかの検討も大切なことである。その観点で、栄

養士、歯科衛生士、助産婦、心理関係者の専門職が配置されていない場合の保健活動のあ

り方について検討した。その際、専門職の位置付け、保健婦の役割と専門職との相違点を

確認し、その上で保健婦の実施すべき事項を検討し、それに基づき保健指導の基本的事項

とその具体的な内容についてまとめた。さらに、その内容に関する現場で活用できる手引

きについても必要性を検討した。


